
霞ヶ浦北浦水産振興協議会
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所

～水上バイク、バスボートを安全に楽しむために～

霞ヶ浦北浦では、沿岸から沖合まで様々な漁業が営まれています。

特に沿岸域では、張網（小型の定置網）や せん（うなぎ筒など）

などの漁具を設置して行う漁業が営まれています。

また沖合でも、横ひき漁業などの漁船で網をひく漁業が営まれて

います。

漁具や漁船に接触してしまうと、事故や大ケガにつながることも

ありますので、漁具や漁船が操業している付近を航行するときは、

速度をおとして周囲に注意しましょう。

漁具・漁船に近づかないで！



いさざ･ごろひき網漁業(通称：横ひき) わかさぎ･しらうおひき網漁業(通称：トロール)

張網漁業(定置網)

漁具や漁業者が操業している付近を航行するときは速度をおとし周囲に注意しましょう。

・底層びきの操業中は船尾からでている2本のロープだけしか見えません。
・表中層びきの操業中は更に後方に数個のブイが浮いているのが見えます。
・操業中は網を曳いているため低速で走っており、敏速な動きができません。

・水面上には杭と浮きだけが見えます。
・ルアーやワーム、プレジャーボート

のスクリューで網が破られる被害が
出ています。

・ひき波による漁具の倒壊等被害が出
ています。

・網にひっかかったルアーやワームの
針で漁業者がケガをする被害が出て
います。

発行：霞ヶ浦北浦水産振興協議会
〒300-0051茨城県土浦市真鍋5-17-26
茨城県霞ヶ浦北浦水産事務所内

令和５年６月

漁 期 3/1 ～ 翌年1/20

操 業 時 間

漁 場

終日設置

第 ２ 種 共 同 漁 業 権 漁 場

※ 上記漁業の操業内容は、特別な許可により変更される場合が
あります。

漁 期

操 業 時 間

漁 場

主に AM2:00 ～ 9:00
（時期によって異なる）

主に第２種共同漁業権漁場外

7/21 ～ 12/31漁 期 3/1 ～ 翌年1/20

操 業 時 間

漁 場

日 の 出 か ら 日 没 ま で

全 域

・漁船は人が歩くほどの速さで
ゆっくりと横方向に移動して
います。（止まっているよう
に見えます。）

・操業中は水面上に漁船とブイ
しか見えません。

・水中では進行方向に約９００
ｍのロープが、後方に約４０
ｍの網がひかれています。

以下のホームページでも関係情報がご覧いただけます。
茨城県霞ヶ浦北浦水産事務所ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/kasui/index.html
霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ
http://www.kasumikita-sinkou.jp/index.html

霞ヶ浦北浦での釣り等のルールに関すること
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所
０２９-８２２-７２６９

茨城県水上安全条例に関すること
茨城県警察本部地域部地域課
０２９-３０１-０１１０（代）

お問い合わせ先

小割式養殖業(通称：網いけす養殖業)

・網にひっかかったルアーやワームの
針で漁業者がケガをする被害が出て
います。

・網が破られ、魚に逃げられる大きな
被害が出ています。

・付近での釣りはやめましょう。
・網いけすの固定杭に釣船をつなぐのはやめましょう。

漁 期 周  　年

〔網いけす養殖施設〕

せん漁業(うなぎ筒、竹筒、ずっぽ)

漁 期 周年（主に４月～10月）

操 業 時 間

漁 場

終日設置

主に第２種共同漁業権漁場内

・水面上には浮きや結び付けるための
杭だけが見えます。

・水上バイクやプレジャーボートに綱
をひっかけられる被害が出ています。

・ひき波による漁具の倒壊等被害が出
ています。

・綱や漁具にひっかかったルアーや
ワームの針で漁業者がケガをする被
害が出ています。

湖 岸

水面からは、漁具がほとんど確認できません。

針がかりしたルアー

または、茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 まで
029-822-7269(平日 8:30～17:１５)

万が一漁具を破損してしまった場合などは、
お近くの漁協までご連絡ください。

水 域 漁 協 名
連 絡 先

（平日 日中）

霞 ヶ 浦
霞 ヶ 浦
漁業協同組合

0299-55-0057

霞 ヶ 浦
（旧麻生町）

麻 生
漁業協同組合

0299-72-0416

北 浦
きたうら広域
漁業協同組合

0299-73-3037

北浦（潮来市）
・外浪逆浦

潮 来
漁業協同組合

0299-66-2711


